
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続により取得した自社株を会社に譲渡する場合 

Ｑ：相続により取得した自社株を発行会社

に譲渡した場合、一定の手続きをすると、み

なし配当課税がされないそうですが、同じ株

式を相続前から所有していた場合には、どち

らの株式から譲渡したことになるのですか？ 

 

Ａ：相続等により取得した株式から優先的

に譲渡したものとして取り扱われます。 

【解説】 

非上場会社の株式をその会社に譲渡した場

合において、譲渡所得の対価として交付を受

けた金銭等の額が、資本金等の額のうちその

交付の基因となった株式に対応する部分を超

えるときは、その超える部分の金額は原則と

して、みなし配当となりますが、相続等によ

り取得した株式を相続税の申告書の提出期限

の翌日以後３年を経過する日までの間に譲渡

した場合には、みなし配当課税の特例を受け

ることができ、交付を受けたすべての金額を

申告分離課税の譲渡所得に係る収入金額とみ

なしてくれる制度があります。 

ところで、ご質問のように、相続等によっ

て取得した株式と同じ株式を以前から所有し

ていたという場合において、その株式を譲渡

したときは、どちらの株式から譲渡したこと

になるのかということですが、これについて

は、その相続等により取得したものから譲渡

したものとして取り扱って差し支えないとす

ることが、東京国税局から明らかにされてい

ます。 
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